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第５章 保健財政 

 

 保健医療分野への予算配分は国家予算額のおおよそ３～４％台で推移している。現在も内戦状

態にあることから、国家予算における軍事費の割合が突出しているとみられ、保健、教育、社会

福祉等の民生関連予算は当然のごとく抑えられている状況にある。WHOでは保健関連予算比率を

国家予算の10％程度までにするように勧告しているが、現状においては難しい目標となっている。

保健省が管轄する予算は中央保健省の運営活動費、国立医療施設に関連する運営維持経費（人件

費を含む）、更に各州に配分する保健医療活動経費（人件費を含む）に大別される。以下に示す３

表（表５－１、表５－２、表５－３）は1998年における中央保健省、国立医療施設・機関、18州

におけるそれぞれの予算計画書である。州立病院以下（郡立や保健センター等）の医療施設の運

営経費は各州の配分予算のなかから賄われている。しかしながら、これらの予算額がどのように

支出されているのかどうかは保健省においても明確に把握されていない。 

 州レベル（以下）の医療施設の運営予算、ドナー・機関による拠出金の把握が困難であること、

また、中央保健省における投資予算の使途につき、詳細に計画化されたものが公開されていない

ことなど、今回の調査においては把握が困難であった。 

 

表５－１ 中央保健省予算（1998年・計画予算金額) 

費  目 金 額 (単位：KzR)* 

人件費 4,348,515,037,793 

文房具等、事務用品、他 1,682,706,319,822 

車輌維持費、外注清掃等 933,170,940,173 

外貨による医療材料購入費、医薬品を含む 3,112,798,420,940 

投資予算 2,441,111,843,857 

その他、諸経費 656,917,067,627 

合  計 13,175,219,630,212 

* 通貨単位：１US＄＝367,000KzR（クワンザ・レジスタード） 

（出所：保健省 1999年資料） 
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